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１ 計画策定の趣旨 

高齢化が急速に進展する現代、町における高齢化率が３１．５％（平成２６年９

月末現在）となり、全国平均と比べても高い水準となっています。 

こうした中で、本計画は、今般の第６期介護保険事業計画策定に併せ、高齢者が

生きがいを持ち、健康で安らかな生活を営める社会の実現を目標とし策定するもの

です。 

 

２ 計画の性格・位置付け 

本計画は、老人福祉法第２０条の８に基づく行政計画であり、介護保険事業以外

の高齢者福祉施策を計画の対象としています。 

なお、本計画の策定にあたっては、「鶴田町総合計画」を基本とし、「第６期鶴田

町介護保険事業計画」、「健康つるた２１」及び「鶴田町朝ごはん条例」との一体性

を図るとともに、その他関連計画等との整合性を図るものとします。 

 

３ 計画期間 

本計画は、平成２７年度(2015 年度)から平成２９年度（2017 年度）までの３年

間を計画期間とします。 

 

４ 基本理念 

(1) 高齢化の進展 

町においても全国と同様、急速に高齢化が進んでおり、平成３７年（2025年）

の高齢化率は３１．０％、２．６人に１人は６５歳に達すると推計されていま

す。 

こういった状況を踏まえると、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる

町づくりは急務であり、各種サービスの充実はもとより、高齢者相互、または、

高齢者と他の世代とが交流を深め、互いに支え合う地域社会の構築が重要とな

ります。 

 

(2) 町の基本姿勢 

第６期「鶴田町介護保険事業計画」第５章と同様、「ともに楽しみ、ともに支

え合い、安心して暮らすことのできる地域社会の実現」を基本理念として本計

画を推進していきます。 
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５ 基本目標 

基本理念を実現するために、本計画の基本目標を、以下のように設定します。 

(1) 相談・支援体制の強化 

これまでは、高齢者が抱える諸問題について、町と町社会福祉協議会が連携

しながら相談を受け付け支援してきました。 

今後は、昨今問題となっている高齢者虐待にも対応すべく、当町を管轄する

警察署や福祉事務所、並びに、民生委員や保健協力員とも連携を図り、相談・

支援体制の強化を積極的に推進していきます。 

 

(2) 生きがいづくりの推進 

高齢者が住み慣れた地域で楽しく元気に暮らしていくためには、心身の健康

維持とやりがいを持って取り組める活動への積極的な参加が不可欠であると考

えられるため、保健事業のさらなる充実と高齢者の社会参加を促す活動の支援

を推進していきます。 

 

６ 相談・支援体制を強化するための具体的な施策 

(1) 福祉施設サービス 

町内には介護保険以外の入所型福祉施設は設置されておらず、実際のサービス

利用については、周辺市町村にある養護老人ホームに委託しています。 

利用者数に大きな変化はありませんが、今後は高齢者人口の増加とともに利用

希望者が増えるものと予想されるため、今まで以上に相談・支援体制を強化し、

利用条件を満たす高齢者の把握と積極的な支援に努めます。 

区    分 23 年度実績 24 年度実績 25 年度実績 26 年度見込        

養護老人ホーム ４人 6 人 6 人 6 人 

 

(2) 福祉安心電話の設置及び活用 

一人暮らし、二人暮らしの高齢者世帯に緊急通報受診センターと通信できるシ

ステムを備えた安心電話を設置しています。 

現在、約１００台が設置されていますが、今後はサービス内容にも検討を加え

た上で一層の充実を図ります。 
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７ 生きがいづくりを推進するための具体的な施策 

(1) 後期高齢者健康診査 

現在、町に住所を有する後期高齢者の方々は無料で健診を受診することができ、

そこで得られたデータは高齢者に対する保健指導に利用されています。 

今後は介護予防事業等とも連携し、健康寿命の延伸と生活機能低下の早期把握

及び早期対応に取り組みます。 

 

(2) 保健福祉施設サービス 

① 保健福祉センター 

保健福祉センター「鶴遊館」（かくゆうかん）は、福祉センター、保健センタ

ー、デイサービス、ホームヘルパーステーション、訪問看護ステーション及び

社会福祉協議会事務局を含めた総合センターとして設置されています。 

施設内には、入浴施設、リハビリやトレーニングのための機能訓練室や健康

診断室、食堂、集会やゲートボールなど多目的に利用できるふれあい広場等が

あり、広く住民に開放し、世代間交流や生きがいと健康づくりの拠点として機

能しています。 

今後とも、より多くの地域住民の方に利用されるよう施設運営を行うものと

します。 

 

② 鶴田町生きがいセンター 

陶芸を通じて高齢者の創作活動と世代間交流の場として生きがいセンターが

設置されており、専門の職員を配置するなど利用に関しては充分要望に応えら

れる状況にあります。長年、陶芸教室を実施してきましたが、これからもその

内容をより充実させ当初の目的を目指していきます。 

 

(3) 社会参加の推進 

① 生きがいづくり 

高齢者の健康づくりと生きがいづくりは密接に関連しており、高齢者自らが、

積極的にスポーツ活動などを通じた健康づくり活動や学習活動へ参加すること

が重要です。 
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○ 老人クラブの活動状況 

近年、老人クラブの会員数は、高齢者の増加と反比例して減少しており、

クラブ数も減少傾向にあります。その活動内容が魅力あるものとなるよう支

援していきます。 

項 目 23年度実績 24年度実績 25年度実績 26年度見込 

クラブ数 37団体 37団体 35団体 35団体 

会 員 数 1,500人 1,500人 1,148人 1,214人 

加入率（60歳以上） 27.7％ 27.7％ 22.8％ 22.1％ 

 

○ 老人クラブの主な活動 

 

 

○ 高齢者活動の場の提供及び確保 

交通手段等の理由から鶴遊館を充分利用できない高齢者のために、文化

センター等各集落に設置されている既存施設を、地域における日常的な高

齢者の活動拠点として多角的に活用するための方策とこれらを実施するた

めに必要な人員の養成・確保を進めていきます。 

  

○ その他の生きがい対策 

生きがい対策として、次に掲げる事項について関係部局と検討、連携を

図りながら積極的に進めていきます。 

ａ 高齢者の社会参加活動についての広報活動等 

  活 動 名           活   動   内   容 

 友愛訪問活動：寝たきり老人等の慰問 

社会参加 清掃奉仕：道路等の清掃（草刈り） 

（奉仕）活動 廃品回収：空きビン回収 

 地域美化運動：花壇の管理、植樹（花） 

教養講座開催 
寿大学受講（町立公民館主催） 

交通安全教育など 

健康づくり・ 老人体操 

ゲートボールなど スポーツ振興 

事業 
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ｂ  文化伝承活動、三世代交流活動等高齢者の地域活動の振興 

ｃ  スポーツ・娯楽活動、健康増進活動の推進、同好会等の育成及び関係 

団体との連絡調整 

ｄ  陶芸・手芸・園芸等の生産・創造活動の振興 

ｅ 高齢指導者（シニアリーダー）の活用 

 

(4) 高齢者の就労対策等 

シルバー人材センターへの支援を通じて高齢者の就労機会の増大を図るほか、

農業などの産業分野を始めとして多方面における高齢者の就労環境づくりを検

討します。 


